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　第４回定例会は、12月１日に招集され、20日までの20日間にわたって開かれまし
た。今定例会では、補正予算、条例改正などについて審議されました。また、一般質
問には、６人の議員が登壇し、活発な議論が交わされました。

●一般会計（第９号）
【主な内容】三世代同居・近居支
援補助金1000万円／子ども医療
助成費249万3千円／保育所等巡
回支援・児童個別支援事業59万2
千円（会計年度任用職員報酬）／
常備消防事業121万5千円／磯長
小学校運営事業消耗品費 34万7
千円（感染症対策分）／新型コロ
ナウイルス感染症対策事業小中学
生子育て応援緊急給付金2233万
6千円（２万円×1116人分）、等

質　疑
問　児童虐待防止事業における専
門職の増員理由は。
答　新たにサポートプランの作成
が令和6年4月から義務化される
ことにより、1名増員の必要が生
じた。サポートプランとは、支援
の必要な子どもに対して必要な支
援や今後の見通し、サポートプラ
ンの見直し時期などを記したもの
であり、現時点でのサポートプラ
ン作成対象は、約300件を見込ん
でいる。
問　三世代同居・近居支援補助金
の実績は。
答　3年度の住宅取得は8件、リ

フォーム2件、4年度の住宅取得
が18件、リフォームが1件。今年
度は、既に予算満額分の申請件数
に達しており、住宅開発等で事前
相談が15件ほど寄せられている
ため、見込みとして50万円かけ
る20件の1千万円を補正予算とし
て計上している。
●一般会計（第10号）

【主な内容】議員期末手当 37万5
千円／ふるさと太子応援基金積立
金1億5千万円／ふるさと太子応
援 基 金 寄 付 金 事 業 業 務 委 託 料
7500万円／新型コロナウイルス
感染症対策事業低所得世帯生活支
援給付金 1億500万円、等

質　疑
問　ふるさと太子応援基金寄付金
事業の補正額の金額設定は。
答　当初予算時点では3億円を見

込んでいたが、現在、既に約2億
円の寄附が寄せられている。昨年
度は12月だけで約2億円を超える
実績があり、また、総務省の発表
では、ふるさと納税の市場規模自
体が、毎年約20％拡大している
こともあり、令和4年度の決算額
から、約20％増を見込んで設定
している。
●国民健康保険（第３号）

質　疑
問　とくとく健診の案内方法は。
答　昨年度集団健診を受けた方に
案内を実施し、夏季に受診してい
ない方については、冬季にも開催
している旨の案内を郵送にて行っ
ている。また、郵送での案内に反
応がない方については、1月に電話
等での受診勧奨を実施する予定。
●介護保険（第２号）

質　疑
問　基金の残高、基金を全額投入
すると第９期介護保険料がいくら
抑制出来るのか。
答　基金の残高は１号補正後の予
算で、約1億5900万円。この基
金を活用し、保険料抑制にあてた

場合、システム上の試算ではない
が、数百円程度の抑制が可能と見
込んでいる。今後、保険給付費が
現在の予測よりも増える可能性が
高く、保険料の抑制に関しては、
年明け以降に詰めていきたい。
●下水道事業（第１号）

質　疑
問　工事の対象場所は。
答　対象は太子地区の市街化区域
内における新築家屋で、下水道取
付管を新たに整備するもの。

条 　 　 例

●健康づくり推進条例制定
【提案理由】住民の健康づくりの
推進に向け、多様な主体の連携・
協働はもとより、健康づくりの気
運醸成を図り、住民一人ひとりの
行動変容を促し「こころ健やかで、
元気に暮らせるまちづくり」の実
現に向けた施策の１つとして条例
を制定するもの。なお、「第４次
健康太子21」（令和4年3月策定）
に基づく住民の健康づくりに向け
た施策の１つでもある。

【施行日】令和6年4月1日

質　疑
問　条例制定に至った経緯や目的
は。
答　健康づくり推進会議で議論
し、令和4年3月に策定した「第4
次健康太子21」の計画に基づい
て、条例制定に至ったものであり、
国では令和6年度より、第5次国
民健康づくり運動プランが展開さ
れるに当たって、新たな視点とし
て、行政だけでなく、多様な主体

を巻き込んだ健康づくりの取組を
さらに進める必要があるとされて
いる。本町でも国の新たな基本方
針を受け、多様な主体の連携協働
はもとより、健康づくりに関し、
本条例に基本理念や町の責務、府
などとの協力並びに住民、事業者、
関係団体の役割について定めると
ともに、健康づくり推進に関する
施策の基本的な事項を規定するこ
とにより、住民の方が主体的に健
康づくりに向けた取組をやってい
ただくための行動変容を促してい
きたいと考えている。

●行政手続における特定の
個人を識別するための番号
の利用等に関する法律に基
づく個人番号の利用等に関
する条例中改正

【提案理由】行政手続における特
定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律等の一部を改
正する法律が公布されたことに伴
い、行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に
関する法律別表第二が廃止される
ことから、所要の改正を行うもの。

【内容】①マイナンバーの利用範
囲の拡大…理念として社会保障制
度、税制及び災害対策以外の行政
事務においてもマイナンバーの利
用の推進を図る。具体的には、理
容師・美容師、小型船舶操縦士及
び建築士等の国家資格等、自動車
登録、在留資格に係る許可等に関
する事務において、マイナンバー
の利用を可能とする／②マイナン
バーの利用及び情報連携に係る規
程の見直し…法律でマイナンバー
の利用が認められている事務に準
ずる事務についても、マイナン
バーの利用を可能とする。法律で
マイナンバーの利用が認められて
いる事務について、主務省令に規
定することで情報連携を可能とす
る。

質　疑
問　議案提出のタイミングは決
まっているのか。
答　条例改正は来年の９月頃まで

猶予はあるが、本町としては、す
ぐ対応できるよう速やかに上程し
ている。

討　論
【反対】2017年度からの5年間で
少なくとも約3万5千人分のマイ
ナンバーに関連する情報の紛失、
漏えいがあった。今回の改正で、
健康保険証を廃止し、マイナン
バーカードに置き換えられる。健
康保険証は、保険診療を受ける資
格を示すもの。健康保険証の交付
を申請方式に変えるということ
は、国、保険者の責任放棄。また、
戸籍に記載されている人の「氏名
の振り仮名」を1年を経過したの
ちには、本籍地の市町村長が「管
轄法務局長等」の許可を得て「一
般的な読み方」で記載することも
可能としており、命名権、人格権
への侵害につながる。政府は「現
行の保険証の廃止は国民の不安払
拭のための措置が完了することが
大前提」だと言いながら、マイナ
保険証を押し付けようとしている
が、マイナ保険証の利用率は10
月現在、約4.5％で、6カ月連続
で減少している。町として、個人
情報保護対策は後回しのまま、自
治体に責任を押し付け、保険証を
“ 人質 ” に取ってのマイナカード
取得の強制はやめるよう国に強く
求めることを要望し、反対。

【賛成】今般の新型コロナウイル
ス感染症対策の経験により、社会
における抜本的なデジタル化の必
要性が顕在したなか、国がめざす
これからのデジタル社会の基盤と
して位置づけられたマイナンバー
及びマイナンバーカードについ
て、国民の利便性向上等の観点か

補 正 予 算
会計名 補正額 補正後の総額

５年度一般会計（第９号） 7614万5千円 65億3147万9千円
５年度一般会計（第10号） 3億5211万7千円 68億8359万6千円

５年度国民健康保険特別会計（第３号） 3810万7千円 15億3595万8千円
５年度介護保険特別会計（第２号） 484万円 14億3826万5千円

下水道事業会計（第１号） 283万8千円 3億6688万2千円

令和6年能登半島地震により被害に遭われたみなさまへ、心からのお見舞いを申し上げます。
ご家族や大切な方々を亡くされたみなさまへ、謹んでお悔やみを申し上げます。
被災地におきまして復旧・復興支援等の活動にご尽力されている方々に深く敬意を表します。
まだ揺れが続いています。みなさまの安全と被災地の一日も早い復興をお祈りします。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 　　　　　　　　太子町議会
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ら「行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に
関する法律」、いわゆる「マイナ
ンバー法」が改正されたことに伴
い、所要の改正を行うもの。
　今回のマイナンバー法改正は、

「マイナンバーの利用範囲の拡
大」、「より迅速な情報連携を可能
とするための見直し」「マイナン
バーカードの取得・利用に関する
利便性の向上」等が主な目的で、
いずれも、デジタル社会の推進に
は重要なものであり、それに伴う
本改正も必要不可欠なもの。
　今後も、マイナンバー制度の目
的である「国民の利便性の向上」

「公平・公正な社会の実現」「行政
の効率化」に必要な業務を着実に
推進することを要望して、本件に
賛成。

●コミュニティバス運行に
関する条例中改正

【提案理由】令和5年12月20日を
以って、金剛自動車㈱が運行する
路線バス事業が廃止されることに
なり、太子町地域公共交通の運行
計画を変更することとなった。そ
れに伴い、令和5年12月21日か
らの本町コミュニティバスの運賃
を改定するため、本条例の一部を
改正するもの。

【内容】太子町コミュニティバス
の運賃の改定
・改正前…大人160円、180円、
　　　　　200円（小人半額）
・改正後…大人200円（小人半額）
定期券金額の設定
・大人１ヶ月 8,400円
　　　３ヶ月 23,940円
・通学１ヶ月 7,200円
　　　３ヶ月 20,520円
・小人１ヶ月 4,200円
　　　３ヶ月 11,970円

【施行日】令和5年12月21日
【参考】喜志循環線（近鉄バス） 
運賃…金剛バスの運賃と同様

〔例〕喜志駅前～太子四つ辻160
円、喜志駅前～太子町役場270円
※小人・障がい者は片道運賃の半
額（1円の位は切上）

質　疑
問　運賃の無料化、住民の声を聞
く場を設ける予定はないのか。
答　近鉄バスが走る路線の運賃に
ついては、広域の協議会の中で、
従前の運賃を引き継ぐこととな
り、コミュニティバスの運賃につ
いては、太子町の地域公共交通会
議で承認を得ており、利用区間に
よっては料金が下がる場合もあ
る。住民の足を確保するために、
一定の路線の確保に努めた。今後
については、利用状況や住民の声
を聞きながら、より本町に相応し
い公共交通に向けて取り組んでい
く。

討　論
【反対】突然の金剛バス廃止で、
12月21日からバスを走らせるた
めには11月20日が申請のタイム
リミットと、有無を言わせぬ会議
運営で運行できるところまでこぎ
つけたが、住民に説明は一切なく

「公共交通は誰のためにあるのか」
が後回しにされて、今日に至った。
乗り継ぎ補助や高齢者の外出支援
策を廃止、1乗車200円という大
幅値上げは、大きな負担になる。
朝夕、畑から上ノ太子駅まで一直
線でいける直通バスの運賃は200
円なのに、昼間は400円で朝夕の
倍の運賃になる。今すぐにでも、
料金を再考することを求める。何
より、補助制度の存続、減免制度
の導入を。利用を促進したいなら、
せめて、年度いっぱいか12月いっ
ぱいだけでも無料で走らせてもい
いのでは。そのためのお金が太子
町にないわけではない。ふるさと
太子応援基金積立金を増額補正
し、基金を運用に回すほどのお金
がある。府に対し公共交通に対す
る補助金を求めるのが町の仕事で
はないのか。住民が喜んで利用で
きる公共交通になることを求めて
反対。

【賛成】9月に金剛自動車がバス
事業の廃止を公表してから、わず
か4か月余りで、運行ルートやダ
イヤなどを運行計画としてまとめ

られたものであり、12月21日か
ら住民の移動手段を無くしてはな
らない、という強い意志のもと、
地域公共交通会議での議論並びに
これまでの議会での審議を重ねた
もの。
　金剛自動車の路線バス廃止の要
因は、大きく運転手不足、利用者
減少による経営状況の悪化であ
り、今回、町が新たな地域公共交
通として、これまでの路線の大半
を引き継いで運行することとなる
が、町としても将来世代へ持続可
能な公共交通として継続していく
ためには、料金の改定、現時点で
の各種補助制度の廃止もやむを得
ない。
　新たに定期券も導入し、バス利
用者の利便性の向上にも努めてお
り、町地域公共交通会議で議論さ
れ、賛成多数で合意された内容で
あり、結果は尊重されるべき。
　まずは12月21日から新たな地
域公共交通を運行させた上で住民
や利用者の意見なども聴きなが
ら、より良い公共交通としていく
ものと期待し、賛成。

●一般職の職員の給与に関
する条例中改正

【提案理由】本年8月7日に人事院
が国会と内閣に対し国家公務員の
給与改定等について勧告を行い、
本町職員の給与についても、人事
院勧告の趣旨を踏まえ、国に準じ
初任給や若年層に重点を置いた給
料月額の改定、期末手当及び勤勉
手当それぞれ0.05月分の引上げ
を行うもの。

【施行期日】令和5年4月1日（遡
及適用）

●議会の議員の議員報酬及
び費用弁償等に関する条例
中改正

【提案理由】本改正は、本年8月7
日に人事院が国会と内閣に対し、
国家公務員の給与改定等について
行った勧告の趣旨を踏まえ、議会
の議員の期末手当について、0.1
月引上げる所要の改正を行うた
め、 条例の一部を改正する。

討　論
【反対】今年の人事院勧告では、
給料表の改定と期末勤勉手当の
０．１月分の引き上げが勧告され
ており、役場の一般職の職員につ
いては、給料とボーナスを引き上
げることが必要と考える。しかし、
議員については、労働基本権が制
約される一般職の職員と異なり、
人事院勧告は直接的には適用され
ない。ましてや、議員自らが条例
を提案し、議決をとおして、自己
の報酬を決定できる特別な立場に
ある。こうしたことから、議員は
自らの身分について「お手盛り」
と批判されないよう率先して「範」
を示す必要がある。期末手当につ
いても、町の財政状況や今後の見
通し、町民を取り巻く社会一般の
情勢を見極め、取扱いを決定すべ
き。本町の財政状況をみると令和
３年度以降、実質単年度収支は２
年連続黒字で、一見好転している
ように見えるが、財政シミュレー
ションでは令和１０年度以降収支
不足が予測される。少子高齢化や
人口減少による税収減、社会保障
経費の増大、公共施設の維持管理
費など、町財政を取り巻く環境は
極めて厳しい見通し。さらに、金
剛バス廃止に伴う多額の財政負担
は一般会計の約１％を占め、今後
毎年大きな負担がのしかかる。近
隣では富田林市、羽曳野市など少
なくとも府内１５団体で議員の期
末手当の引上げを見送っている。
本町においても議員自らが先頭を
きって「身を切る改革」を断行し
住民の負託に応えていく必要があ
り、反対。

【賛成】公務員は憲法15条で全体
の奉仕者として規定されており、
一部の政治家や特権階級のために
あるのではない。私たち議員は、
地方公務員ではなく、議員報酬は
本来、人事院勧告に左右されるべ
きものではないが、職員に準ずる
形で、議案に上がるという状況に
異を唱えたことはなかった。とこ
ろが、今回突然の変更で、町当局
に対し「これまで通りの対応」を
求めてきたが、完全に拒否された。

「予算を伴うものに議会が踏み込
んでもいいのか」と確認したが、

「議員報酬は、議員が考えるべき」
だと突っぱねた。「身を切る改革」
が理由だというのであれば、一部
の政党の一スローガンでしかな
く、これまでの在り方を議会の意
見を無視して、おし進める理由に
はならない。町村議会議員報酬は、
全国町村議会議長会において検討
を重ね、最終報告書では、議員報
酬の低さと議員定数の少なさが無
投票当選につながることや議員定
数の減少により当選ラインが上昇
することも議員のなり手不足の原
因の一つであるとの分析結果がま
とめられている。11月29日に開
催された「第 67 回町村議会議長
全国大会」において全会一致で「低
額である町村議会の議員報酬を改
善するため、町村に対する財政措
置の充実等の環境整備を図るこ
と」を国に求めている。今回を契
機に、求められる議会のあり方、
報酬等のあり方など、太子町議会
として議論をすることとし、賛成。

●手数料徴収条例中改正
【内容】戸籍（除籍）謄本等の広
域交付…本籍地の市区町村以外の
市区町村の窓口でも、戸籍謄本等
の交付請求が可能となる／戸籍

（除籍）電子証明書提供用識別符
号の発行…戸籍（除籍）電子証明
書提供用識別符号を行政機関に提
出することにより戸籍（除籍）電
子証明書（電子的な戸籍記録事項
の証明情報）の提供が可能となり、
戸籍謄本等の添付が不要となる／
届書等情報内容証明書の交付等…

届書等情報（届書等の書類を画像
情報として作成したもの）の内容
に係る証明書の交付請求や、届書
等情報の内容を出力したものの閲
覧請求が可能となる。

質　疑
問　マイナンバー利用を目論んで
おり、情報漏洩のデメリットが大
きいと思うが、本籍地の市区町村
の窓口以外で取得できるようにな
ること以外のメリットはあるの
か。
答　届出書に戸籍謄本が必要とな
る際に、戸籍電子証明書提供用識
別符号という新しい届出書を付け
て出すことが出来るようになり、
手数料は戸籍謄本の場合450円だ
が、この場合は400円となってお
り、50円安く取得出来るように
なっている。

討　論
【反対】今回の法改正で「本籍地
以外の行政機関でも戸籍情報にア
クセス可能となることから個人情
報の保護の必要性が高まる」とし
ているが、情報は集積されるほど
攻撃されやすく、情報漏えいを
100％防ぐことは不可能。今回は、
マイナンバーそのものの利用はし
ないとしているが、戸籍法の改正
でマイナンバー制度への参加を柱
にした制度設計を行ない利用をさ
らに広げることは大問題。マイナ
ンバー制度は、徴税強化と社会保
障給付抑制を目的に、国が国民の
情報を厳格に掌握することを狙っ
た仕組み。マイナンバーカードの
利用をさまざまな分野に拡大する
ことには、憲法の人権保障に係わ
る個人情報の集中や国家による一
元管理の危険が指摘されており反
対。

【賛成】国において、国民の利便
性向上及び行政運営の効率化を図
るため、本籍地の市区町村以外の
窓口で戸籍証明書等の発行する広
域交付や戸籍電子証明書提供用識
別符号等の発行の制度を設け、そ
の取得の効率化を図るため戸籍法
の改正がされたことに伴い、本条

たいしのってこバス２号車
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例改正を行う内容となっている。
　証明等発行手数料は、特定の者
に提供される事務についてその対
価として手数料を徴収する必要が
あることから、本改正は適切なも
のであると考える。
　今後も、「国民の利便性の向上」、

「行政運営の効率化」「公平・公正
な社会の実現」に必要な業務を着
実に推進することを要望して賛
成。

●国民健康保険条例の一部
を改正する条例中改正

【提案理由】全世代対応型の持続
可能な社会保障制度を構築するた
めの健康保険法等の一部を改正す
る法律の施行に伴い、令和６年１
月から出産被保険者の産前産後期
間の所得割保険料及び均等割保険
料の免除措置が講じられることを
踏まえ、令和５年第３回定例会に
おいて本町条例改正を上程。議決
後に厚生労働省から条例参考例の
一部訂正があったため、本町条例
の一部改正条例の改正を行うも
の。

任 命 同 意
●教育委員会委員の任命に
ついて

池田 利子氏
【任期】令和6年1月1日から令和
9年12月31日まで）

そ の 他
●大阪南消防組合議会議員

西田いく子

●地域公共交通運行車両購
入契約締結の件

【内容】契約金額5131万3120円
（バス2台購入）

●太子町と富田林市との間
における消防事務の委託の
変更及び廃止に関する協議
について

【内容】本町及び富田林市、河南町、
千早赤阪村は、近年、頻発する風
水害や地震等の被害が大規模、甚
大化していることから更なる消防
力の充実・強化や消防に関する行
財政運営の効率化及び基盤の強化
に向け、現柏原羽曳野藤井寺消防
組合（名称を大阪南消防組合に変
更する）へ加入する事に伴い、地
方自治法の規定により、太子町と
富田林市との間における消防事務
の委託について、令和６年１月１
日から３月31日までの間、太子
町が新組合の運用を開始する準備
行為ができるよう変更し、また、
４月１日から消防事務の委託を廃
止することについて協議を進める
ため、地方自治法第252条の14
第３項において準用する、同法第
252条の２の２第３項の規定に基
づき、議会の議決を求めるもの。

【施行日】消防事務委託の範囲か
ら、大阪南消防組合の運用を開始
するための準備行為を除くとする
変更の部分：令和6年1月1日／規
約を廃止する部分：令和6年4月1
日

質　疑
問　広域化後の太子町の消防団に
ついて、及び、情報の集約化は。
答　消防団の事務は引き続き太子
町で行い、常備消防の太子分署等

第４回定例会　審議結果一覧表

件　　　　名
審
議
結
果

斧
田
秀
明

建
石
良
明

西
田
い
く
子

藤
井
千
代
美

森
田
忠
彦

村
井
浩
二

辻
本
ひ
ろ
ゆ
き

辻

本
　

馨

中
村
直
幸

山

田
　

強

地域公共交通運行車両購入契約締結の件 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

太子町と富田林市との間における消防事務の委託の変
更及び廃止に関する協議について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

健康づくり推進条例制定の件 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関す
る条例中改正の件

可決 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ―

コミュニティバス運行に関する条例中改正の件 可決 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ―

一般職の職員の給与に関する条例中改正の件 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

５年度一般会計補正予算（第９号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

５年度国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

５年度介護保険特別会計補正予算（第２号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

５年度下水道事業会計補正予算（第１号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例中
改正の件 可決 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

町立公民館解体撤去工事変更請負契約締結の件 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

手数料徴収条例中改正の件 可決 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ―

国民健康保険条例の一部を改正する条例中改正の件 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

５年度一般会計補正予算（第10号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

教育委員会委員の任命について同意を求める件 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

各議員の審議結果　○賛成　●反対　— 議長　※可否同数の場合は、議長採決

との連携については広域化後も大
きく変化することはない。
　また出火等の情報については、
現在、富田林市消防本部の指令セ
ンターで対応しているものから新
たに整備する大阪南消防組合の指
令センターに集約される。

●公民館解体撤去工事変更
請負契約締結

【内容】新たに、壁のクロスと床
のタイルカーペット等の接着剤に
アスベストが含まれていることが
確認されたことにより、新たにア
スベスト除去工事が必要となると
ともに工期延長を行うもの。
・契約金額変更前 ： 

4649万9200円
・契約金額変更後 ： 

5969万9200円
・変更による増額 ： 

1320万円 

消防車両

解体が進む公民館

購入予定バス

訓練風景
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問　金剛バス廃止後の新たなバス運行について。
答　喜志循環線は、12月21日からは近鉄バスが運行。
一方、上ノ太子駅と町内を結ぶ路線は、町のコミュニティ
バスの路線を再編・拡充。
　バス路線再編に際しては、可能な限り現状の路線を維
持すべく努めた。その結果、喜志循環線は６時台から20
時台の１日15循環を確保。町コミュニティバスも２台で
の運行とし、６時台から22時台までと夜間の時間帯を増
便。昼間の時間帯も、商業施設が立地する太子西条地区
を結ぶ路線を新設した。
　喜志循環線は、経常経費として年間約3,800万円、町
コミュニティバスは年間約3,900万円を見込んでおり、
約8,000万円に近い財政支出。現在と比べると、6,000
万円を超える増額が予想。補助金等が得られるよう努め
ていくが、一定程度の財政支出は避けられない。

問　持続可能な公共交通や町の将来に対する町長の考え
について。
答　路線バス再編に伴い多額の財政負担の生じること
は、大きな課題。今回を最終形とするのではなく、随時
改善を加えていくことが必要。具体的には、毎年度利用
状況調査を踏まえ、バスの運行内容や方法について見直
しの検討を加えるとともに、利用者増加に向け、利用喚
起の徹底、IC 化の促進、利用しやすい車内環境の整備な
どを進めていくことが重要。持続可能な公共交通の実現
に向けて、町長も積極的に議論に参画していく。令和２
年４月に町長に就任以来、新型コロナ対策に注力しなが
らも、町の発展に向けて全身全霊で取り組んできた。活
気あふれる子育てしやすい町を目指し、子育て支援や教
育環境の整備などに重点的に取り組み、公民連携、自主
財源確保等を進めることができたが、やり残した点もあ
る。町政を担う
者としてはこれ
からも太子町の
発展は切に望む
ものであり、思
いは改めてお話
する。

地域公共交通の
再編について

大阪維新の会
建石 良明 議員

日本遺産認定の更新、太子町景観計画について
問　日本遺産登録更新の状況と今後の日本遺産竹内街道
についての考えを問う。
　また、景観計画は、竹内街道が日本遺産に登録された
ことを契機として、竹内街道沿道地区を平成29年に景観
計画地域と定めた。しかし、竹内街道沿道地区において
は、建物の老朽化が進み、少子高齢化の影響により建物
の維持管理や老朽化に伴う建て替えもままならない状況
にある。景観計画に基づく良好な景観の保全、継承につ
いて問う。
答　令和5年7月に文化庁の審査を受け、日本遺産の認定
継続が認められた。
　また良好な歴史的景観や周辺の街並みと調和のとれた
景観形成を図るため、地域住民と協働した取り組みを通
じ、美しい町づくりに取り組んでいく。

国土強靱化対策について
問　ハザードマップにおいて、竹内街道沿道は土砂災害
警戒地域または特別警戒地域に指定されている。今後の
急傾斜地崩壊対策について問う。
答　竹内街道沿道には、特別警戒区域などに指定されて
いる急傾斜地が多く見られる。急傾斜地の保全は、所有
者が行うこととなっているが、急傾斜地崩壊防止工事な
どを行うことが困難な場合は、大阪府が事業を行うと
なっている。事業化には、区域指定を受け、地域の合意
形成をはじめとした課題を解決する必要がある。
要望　住民の家屋、建築物、景観が日本遺産登録の大き
な原動力である。住民と協働し急傾斜地崩壊対策工事の
実施を強く求める。

急傾斜地崩壊対策に
ついて

自民クラブ
村井 浩二 議員

問　府道香芝太子線周辺に企業誘致を促進する提案基準
26-2を策定したがその後の状況は？また、この周辺に
おける流通系大規模開発事業の現状は？
答　当該区域は、南阪奈道路太子インターチェンジに近
いことから、交通の利便性も良く、第５次総合計画でも、
産業の誘導に努める広域交流ゾーンに位置づけられてい
るが、田畑や遊休農地が多く、具体的な対策は進められ
なかった。そこで当該区域への企業誘致を目的として、
建築物の敷地面積を概ね500㎡以上5,000㎡未満で、地
区計画の必要もなく、準工業地域で可能な環境負荷の少
ない軽工業の工場立地を可能とする基準を新たに策定し
た。策定後、大阪府及び富田林商工会を通じて広く周知
を行い、現在、工場建設に向けた事前協議と事前相談が
１件ずつあり、一定の効果が表れた。また、この地区に
おける流通系大規模開発事業については、平成16年に開

発許可を取得した以後、事業者により期間の更新を行い、
未だ許可は継続しているが、着手には至っていない。
問　地域経済牽引事業計画について。
答　本町では、府道香芝太子線周辺の提案基準26-2区
域への企業誘致を後押しし、企業立地の有効活用に向け
た取り組みの促進を図るため、「地域未来投資促進法」
に基づく「太子町基本計画」を策定し、農林分野と成長
ものづくり分野の産業を対象に「地域経済牽引事業計画」
を策定した事業者に対し国の支援を受けられるようにし
た。主な支援として建築や機械設備導入時の法人税特別
控除等の税制優遇や資金調達を円滑にするための金融支
援があり、基幹産業の発展を通じた売上と雇用の拡大や
地域経済の活性化、新財源の確保などが期待できる。今
後は町内で新規事業の計画を進める事業者への制度の周
知と活用を図る。

府道香芝太子線
周辺について

しなが会
斧田 秀明 議員

日本共産党
西田 いく子 議員

問　金剛自動車が突然バス事業の廃止を発表。12月21 
日からの公共交通を確保を急ぐあまり、住民の声を置き
去りにしてきた。①経過の説明を。②住民の声を聞く予
定は。③せめて年度末まで無料運行を。
答　①５月以降「情報が広がることで運転手の離職が相
次ぐ恐れから非公表」との要請の中、４市町村、府、近
畿運輸局で、路線維持へ検討を重ねた。町地域公共交通
会議、４市町村地域公共交通活性化協議会が開催された。
②③公共交通会議で住民も参画し取りまとめた。お出か
け支援事業等は、一旦終了。交通会議の中で持続可能な
公共交通の実現に向けた利用促進策が検討される。
要望　IC カードの導入が白紙になり656万1千円減額補
正。上ノ太子駅前の建物への補助826万１千円。今年度

「お出かけ支援」「乗継割引券」合わせて332万１千円予
算で、118万8460円や印刷したチケットも9千枚残って

いる。コミュニティバス使用料返還金は、6万3790円お
返しできなかった。これらのお金を使えば、年度末まで
無料運行は可能。利用促進にもつながる。交通・移動の
権利は、新しい人権である。いつでも、どこでも、誰も
が行きたいところに行ける公共交通の充実を求める。

「住民と共に歩む住民本位の町政」
を進めているのか
問　府の「特別委員会」で町長は参考人招致され、合併
を視野に入れた発言をしている。これのどこが、就任あ
いさつの「住民と共に歩む住民本位の町政」なのか。
答　常に住民の皆様、議員の皆様との対話や議論を重視
しながら、町政を進めてきた。
要望　「中核市程度をめざすべき」「有効な手段が市町村
合併ではないかと考える」町長では、太子町の未来はな
いと指摘する。

住民が望む
地域公共交通を

３
町
村
と
府
と
で
、
非
公
開

で
進
め
ら
れ
て
い
る
「
南
河

内
地
域
２
町
１
村
未
来
協
議

会
」

提案基準26-2区域図

町コミュニティバス

竹内街道　大道地区

たいし 議会だより たいし 議会だより

一
般
質
問

一
般
質
問

※
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
質
問
者
に
お
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
す

※
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
質
問
者
に
お
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
す

〈7〉 〈8〉



問　ここ最近急速に増えた不登校について、太子町立小・
中学校の現状はどうか？また、町としての不登校対策は？
答　本町における不登校児童生徒数は、令和２年度を境
に、微増傾向にあり、令和４年度には小学校では約0.6％、
中学校では約9.8％。
　対策として、学校に通うことや、教室とは別となる「学
びの場」の選択肢を増やし、心理面においてもサポート
を充実させるため、支援体制を整えている。
　「不登校はどの子にも起こりうる」という視点と「不
登校の原因となるものを取り除く」こと「不登校の要因
と考えられる環境に働きかけること」などを念頭に置き、
未然防止の観点で個に応じた対応を行うとともに、子ど
もたちの「学びの場」の選択肢を増やすことで、学校内
外の「居場所」を作り、児童生徒にとって自己肯定感を
高め社会的自立につなげる取り組みを進める。

太子町での自転車用ヘルメット
購入補助について
問　令和５年４月より、すべての自転車利用者に乗車用
ヘルメットの着用の努力義務が課せられた。「ヘルメッ
トは死亡などを防ぐ大きな効果がある」として利用を呼
びかけているが、罰則はなく着用率が少ないのが現状で、
どう普及を図るのかが課題。町としての啓発とヘルメッ
ト購入費補助については？
答　啓発については、広報紙での啓発記事掲載や窓口で
のチラシ配布などで周知に努めている。
　自転車用ヘルメットの購入補助制度の導入について
は、着用促進を図ることは重要であるが、すでに義務化
されている自動二輪車と同様に、努力義務であっても自
分の命は自分で守る意識が大切であると考え、現在のと
ころ補助制度の導入は予定していない。大阪府内、近隣
の自治体の動向も注視しながら、必要に応じ検討する。

太子町立小・中学校
での不登校について

公明クラブ
辻本 ひろゆき 議員

　１月８日、晴天に恵まれる中、『二十歳を祝う会』が開催され、
全議員が来賓として出席しました。対象者は、159人、参加者は
128人でした。（町外在住11人含む）
　二十歳のみなさん、誠におめでとうございます。

議会のうごき

二十歳を祝う会
おめでとうございます

問　日本の農業を取り巻く環境は大変厳しい。2021年度
の日本の食料自給率は38％。町の第五次総合計画に「都
市農業の振興を図ります」とあるが、農業者の減少、高
齢化で耕作放棄地が増えている。①現在の新規就農者数
は。町独自の農業支援、有機農業を推進する考えは。
②町は、安全・安心、おいしい給食の提供に努め、今年
度から給食無償化が実現。京都府亀岡市は「有機 JAS 認
証の取得支援」を行い給食にオーガニックを導入する有
機米プロジェクトを推進。千葉県いすみ市は有機米をつ
くることを推奨し、学校給食という販路を確保している。
　未来を担う子どもたちにおいしい給食、有機食材を取
り入れた給食を提供することで、町の農業支援と結びつ
けた取り組みを。
答　①認定新規就農者数は11名、6名が新規就農者育成
総合対策支援を受けている。「多面的機能支払交付金」

や「棚田・ふるさと保全事業補助金」を開始している。
②地域農業の活性化を図るため「地産地消」の取り組み
を行っている、季節に応じた旬の食材を使用し、地元の
ものを献立に取り入れている。

ボール遊びができる公園に
問　川崎市では、ガイドラインを作り、周辺住民と話し
合い、公園でボール遊びができるよう後押しをしている。
町も、身近な公園でボール遊びができるよう求める。
答　ルールを作っても、公園内で全てのボール遊びがで
きるようになるわけではない。ニーズがあることは認識
しているが、公園の面積が狭く、近接している家屋も多
いため、スペースの問題や安全対策などの課題も多く現
段階では困難。山田小学校では放課後の運動場を在校児
童に開放。青少年グランドは、自由に利用できる。

有機農業を推進し
学校給食に活用を

日本共産党
藤井 千代美 議員

12月1日の全員協議会におきまして、陳情・要望書の取り扱いについて審議しました。
採決結果をお知らせします。全 員 協 議 会

件　　　　名 提　出　者
（団体）

斧
田
秀
明

建
石
良
明

西
田
い
く
子

藤
井
千
代
美

森
田
忠
彦

村
井
浩
二

辻
本
ひ
ろ
ゆ
き

辻

本
　

馨

中
村
直
幸

山

田
　

強

令和 6 年度 理科教育設備整備費等補助金予算
計上についてのお願い

公益社団法人
日本理科教育振興協会

会長　大久保 昇
□ □ □ □ □ □ □ □ □ ―

子どものために保育士配置基準の引き上げ
と、労働条件改善による保育士の増員を求め
る意見書の提出を求める陳情書

大阪保育運動連絡会
代表　菅野 園子 □ □ ○ ○ □ □ □ □ □ ―

若者の個人情報を当該本人の同意なく自衛隊
に提出させないことを求める意見書（案）

日本共産党
太子町議会議員団 □ □ ○ ○ □ □ □ □ □ ―

より良い介護保険制度を求める意見書（案） 日本共産党
太子町議会議員団 □ □ ○ ○ □ □ □ □ □ ―

大阪・関西万博の中止を求める意見書（案）
日本共産党

太子町議会議員団 □ □ ○ ○ □ □ □ □ □ ―

町民の声を反映させた「地域公共交通」の実
現を求める陳情書

住みよい太子町をつくる会
代表　阪口　寛 □ □ ○ ○ □ □ □ □ □ ―

� 各議員の賛否　　○賛成　□継続審議　―�議長　※賛否が同数の場合は、議長採決
在校児童には放課後開放している山田小学校
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次の定例会は、次の定例会は、
３月に開催されます。３月に開催されます。
ぜひ、傍聴にお越しぜひ、傍聴にお越し
ください。ください。
日程については、ホームページ、日程については、ホームページ、
広報無線でお知らせします。広報無線でお知らせします。

　コロナ禍にあった３年間は、町内であっても中々、視察
を実施することができませんでした。ですので、初めて給
食を試食する議員もいました。小学校高学年の量の給食を
試食しましたが、薄味でおいしくいただくことができまし
た。旬の食材に心がけ、できるだけ地産地消をと栄養教諭
の方が頑張っているお話を聴くことができました。

町 内 視 察

本会議をライブ配信中。　　    
スマホ・パソコンでご覧ください。

2023年からいつでもご視聴いただける
録画配信も行っています。

　12月20日、第４回定例会最終日、給食センターで昼食（試食）を取り、ご
寄付いただいた叡福寺前の山本邸を視察しました。
　また、この日は、金剛自動車乗合組合として
1925年（大正14年）から運行されていた、金剛バ
スの最終運行の日でもありました。
　長い間、ありがとうございました。

給食センター

20日の金剛バス

山本家住宅

　12月20日、まだ明けきらない早朝、上ノ太子
駅前で停車中の金剛バスです。この日を最後に、
お別れとなり、現在は、太子町コミュニティバス
（のってこバス）が２台、上ノ太子駅まで運行し
ています。

　太子町山田地区には、竹内街道の沿道にたたずむ「かやぶ
きの古民家」大道旧山本家住宅があり、太子地区には、叡福
寺前の山本家住宅も建築年代が1914年（大正3年）と歴史
があり『国登録有形文化財（建造物）』に登録されています。
歴史遺産を生かし、今後の太子町のまちづくりに活用してい
きたいと思います。

この日のメニューは、ビーフン入
りすまし汁、とりの唐揚げ、白菜
のゆず和え、青りんごゼリーと白
飯、牛乳。
全部で669キロカロリーでした。

●居宅間取図

たいし 議会だより たいし 議会だより

議
会
の
う
ご
き

議
会
の
う
ご
き

〈11〉 〈12〉


